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特別養子制度部会 資料７－１

要綱案のたたき台（第１稿）

第１ 特別養子縁組の成立に係る規律の見直し

   民法第８１７条の２，民法第８１７条の６及び第８１７条の７並びに家

事事件手続法第１６４条の規律を，次のように改めるものとする。

１ 縁組予定者とする処分の審判

  ⑴ 民法の規律の見直し

   ア 家庭裁判所は，次に掲げる場合において，実方の血族との親族関係

が終了する縁組（以下「特別養子縁組」という。）を成立させること

がその子の利益のため特に必要があると認めるときは，その子との特

別養子縁組を希望する者（以下「縁組希望者」という。）の請求によ

り（注），その子を，特別養子縁組（父母が養親となる者を特定して

特別養子縁組の成立に同意した場合には，その者との縁組に限る。）

が予定されている者（以下「縁組予定者」という。）とすることがで

きる。ただし，その子の出生の日から２か月を経過するまでの間は，

この限りでない。

   (ｱ) 父母による虐待，悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由

があるとき。

   (ｲ) 父母による子の監護が著しく困難又は不適当であることその他特

別の事情がある場合において，その父母が次に掲げる場合のいずれ

かに該当するとき。

     ａ その父母が，縁組予定者となる子について，養親となる者を特

定して，又は特定しないで特別養子縁組の成立に同意していると

き。

     ｂ その父母がその意思を表示することができないとき。

   イ 縁組希望者が上記アの請求をするときは，上記アの請求は，後記２

⑴アの請求と同時にしなければならない。

   ウ 子が縁組予定者となった日から６か月を経過するまでの間は，縁組

予定者の親権者（第８１７条の３第２項ただし書に規定する他の一方

及び上記アの請求をした者を除く。後記２⑴ウにおいて同じ。）は，

縁組予定者に対して親権を行うことができない。

   エ 縁組予定者となる者の父母が，上記アの請求に係る手続において，

縁組予定者となる者の出生の日から２か月を経過した後に，後記⑵エ

の定めるところにより上記ア(ｲ)ａの同意をした場合には，その同意

は，同意の日から２週間を経過したときは撤回することができない。
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（注）この審判については，児童相談所長も申し立てることができる旨の規律を児童福

祉法に設ける。

  ⑵ 家事事件手続法の規律の見直し

   ア 前記⑴アの請求に係る審判事件（以下「縁組予定者とする処分の審

判事件」という。）（注）は，申立人又は縁組予定者となるべき者の住

所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

   イ 第１１８条の規定は，縁組予定者とする処分の審判事件における申

立人並びに縁組予定者となるべき者及びその父母について準用する。

   ウ 家庭裁判所は，縁組予定者とする処分の審判をする場合には，次に

掲げる者の陳述を聴かなければならない。この場合において，(ｲ)に

掲げる者の同意がないにもかかわらずその審判をするときは，その者

の陳述の聴取は，審問の期日においてしなければならない。

   (ｱ) 縁組予定者となるべき者（１５歳以上のものに限る。）

   (ｲ) 縁組予定者となるべき者の父母

   (ｳ) 縁組予定者となるべき者に対し親権を行う者（(ｲ)に掲げる者を除

く。）及び縁組予定者となるべき者の未成年後見人

   (ｴ) 縁組予定者となるべき者の父母に対し親権を行う者及び縁組予定

者となるべき者の父母の後見人

   エ 前記⑴エの父母の同意は，家庭裁判所調査官による事実の調査を経

た上で家庭裁判所に書面を提出して，又は審問の期日において，しな

ければならない。

   オ 家庭裁判所は，縁組予定者とする処分の申立てを却下する審判をす

る場合には，縁組予定者となるべき者に対し親権を行う者及び縁組予

定者となるべき者の未成年後見人の陳述を聴かなければならない。

   カ 縁組予定者とする処分の審判は，第７４条第１項に規定する者のほ

か，上記ウ(ｳ)及び(ｴ)に掲げる者に告知しなければならない。

   キ 縁組予定者とする処分の審判は，縁組予定者となるべき者の年齢及

び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者の利益を害すると

認める場合には，その者に告知することを要しない。

   ク 家庭裁判所は，縁組予定者とする処分の審判をする場合において，

縁組予定者となるべき者の父母が知れないときは，縁組予定者となる

べき者の父母，縁組予定者となるべき者の父母に対し親権を行う者及

び縁組予定者となるべき者の父母の後見人の陳述を聴くこと並びに

これらの者にその審判を告知することを要しない。

   ケ 次に掲げる審判に対しては，次に定める者は，即時抗告をすること

ができる。

   (ｱ) 縁組予定者とする処分の審判 縁組予定者となるべき者，縁組予

定者となるべき者の父母，縁組予定者となるべき者に対し親権を行
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う者で縁組予定者となるべき者の父母でないもの，縁組予定者とな

るべき者の未成年後見人，縁組予定者となるべき者の父母に対し親

権を行う者及び縁組予定者となるべき者の父母の後見人

   (ｲ) 縁組予定者とする処分の申立てを却下する審判 申立人

コ 縁組予定者となるべき者による縁組予定者とする処分の審判に対

する即時抗告の期間は、縁組予定者となるべき者以外の者が審判の告

知を受けた日（２以上あるときは，当該日のうち最も遅い日）から進

行する。

（注）この審判事件については，児童相談所長が家庭裁判所の許可なく参加することが

できる旨の規律を児童福祉法に設ける。

２ 特別養子縁組の成立の審判

  ⑴ 民法の規律の見直し

   ア 家庭裁判所は，養親となる者と特別養子縁組をすることが縁組予定

者の利益のため特に必要があると認めるときは，養親となる者の請求

により，特別養子縁組を成立させることができる。

   イ 上記アの請求は，養子となる者が縁組予定者となった日から６か月

を経過するまでにしなければならない。

   ウ 上記アの請求があった場合には，前記１⑴ウの期間を経過した後も，

その請求に係る手続が終了するまでの間は，縁組予定者の親権者は，

縁組予定者に対して親権を行うことができない。

   エ 上記アの請求をするには，第７９４条又は第７９８条の許可を得る

ことを要しない。

  ⑵ 家事事件手続法の規律の見直し

   ア 前記⑴アの請求に係る審判事件（以下「特別養子縁組の成立の審判

事件」という。）は，養親となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判

所の管轄に属する。

   イ 第４２条第１項の規定にかかわらず，養子となるべき者の父母（民

法第８１７条の３第２項ただし書に規定する他の一方を除く。）は，

特別養子縁組の成立の審判事件の手続に参加することができない。

   ウ 第１１８条の規定は，特別養子縁組の成立の審判事件（当該審判事

件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。）における養親

となるべき者並びに養子となるべき者及びその父母（民法第８１７条

の３第２項ただし書に規定する他の一方に限る。）について準用する。

   エ 家庭裁判所は，特別養子縁組の成立の審判をする場合には，養子と

なるべき者（１５歳以上のものに限る。）の陳述を聴かなければなら

ない。

   オ 特別養子縁組の成立の審判は，養子となるべき者の年齢及び発達の
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程度その他一切の事情を考慮してその者の利益を害すると認める場

合には，その者に告知することを要しない。ただし，養子となるべき

者が１５歳以上の場合には，この限りでない。

   カ 特別養子縁組の成立の審判は，養子となるべき者の父母に告知する

ことを要しない。ただし，住所又は居所が知れている父母に対しては，

審判の主文及び年月日を通知しなければならない。

   キ 家庭裁判所は，特別養子縁組の成立の審判を，縁組予定者とする処

分の審判と同時にすることができる。この場合において，特別養子縁

組の成立の審判は，縁組予定者とする処分の審判が確定する日までは

確定しないものとする。

   ク 特別養子縁組の成立の審判を縁組予定者とする処分の審判と同時に

した場合において，縁組予定者とする処分の審判が取り消されたとき

又は申立人が縁組予定者とする処分の申立てを取り下げたときは，家

庭裁判所は，職権で特別養子縁組の成立の審判を取り消さなければな

らない。

   ケ 次に掲げる審判に対しては，次に定める者は，即時抗告をすること

ができる。

  (ｱ) 特別養子縁組の成立の審判 養子となるべき者

  (ｲ) 特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判 申立人

   コ 養子となるべき者による特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗

告の期間は，養子となるべき者以外の者が審判の告知を受けた日（２

以上あるときは，当該日のうち最も遅い日）から進行する。ただし，

養子となるべき者が１５歳以上の場合には，この限りでない。
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第２ 養子となる者の年齢要件等の見直し

民法第８１７条の５の規律を，次のように改めるものとする。

１ 前記第１・２⑴アの請求（特別養子縁組成立の審判の申立て）の時に１

５歳に達している者は，養子となることができない。ただし，その申立て

の時に１８歳未満の者であって，その者が１５歳に達する前から引き続き

養親となる者に監護されている場合には，この限りでない。

２ 家庭裁判所は，養子となる者が１５歳に達している場合において，養子

となる者が反対の意思を表示しているときは，特別養子縁組を成立させる

ことができない。

以 上


